
議案第１７号 

 

令和５年度留萌市水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和５年度留萌市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１） 月平均給水件数                                  ９，８０２件 

 （２） 年間総配水量                               ２，８１６，４５８㎥ 

 （３） １日平均配水量                                  ７，７１６㎥ 

 （４） 主な建設改良事業 

      ○ 送・配水管網整備事業                       延 長  １，１３１ｍ 

      ○ 配水施設整備事業   配水場連絡管工事              延 長     ７６ｍ 

                   送水ポンプ更新工事                      １式 

      ○ 浄水場設備更新工事  電気設備更新工事                       １式 

                   取水施設更新工事                       １式 

                   導水施設更新工事                       １式 

       

 



 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収            入 

第１款 水道事業収益                                ６３９，９２９千円 

第１項 営業収益                                 ５７４，５１８千円 

第２項 営業外収益                                 ６５，４１１千円 

支            出 

第１款 水道事業費用                                ５４４，１０１千円 

第１項 営業費用                                 ５００，５８９千円 

第２項 営業外費用                                 ３５，５１２千円 

 第３項 特別損失                                   ５，０００千円 

 第４項 予備費                                    ３，０００千円 

  

 （資本的収入及び支出） 

第４条あ資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額   

２４８，４４３千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５３，８４８千円、当年度分損益勘定留

保資金１７４，９０６千円及び減債積立金取崩額１９，６８９千円で補てんするものとする。） 



収            入 

第１款 資本的収入                                ７５７，３０４千円 

 第１項 企業債                                 ５２５，２００千円    

第２項 他会計出資金                               ９３，２２０千円 

第３項 他会計負担金                                １，７３８千円       

第４項 国庫補助金                               １２５，８６４千円     

第５項 補償金                                  １１，２８２千円     

支            出 

  第１款 資本的支出                              １，００５，７４７千円   

   第１項 建設改良費                               ７５２，７２１千円   

   第２項 企業債償還金                              ２５０，０２６千円    

第３項 予備費                                   ３，０００千円    

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事 項 期 間 限度額 

配水場管理業務委託料 令和５年度から令和６年度まで ２１，９３９千円 

量水器取替補修工事材料 令和５年度から令和６年度まで ２７，３４６千円 

量水器取替補修工事 令和５年度から令和６年度まで ４９，０７４千円 

新信砂浄水場取水施設機械・電気設備施工監理

業務委託料 
令和５年度から令和６年度まで ４，６２９千円 



新信砂浄水場取水施設(機械設備)更新工事 令和５年度から令和６年度まで ５３，６６９千円 

新信砂浄水場取水施設(電気設備)更新工事 令和５年度から令和６年度まで ８４，５２８千円 

新信砂浄水場導水施設更新工事 令和５年度から令和６年度まで １２８，５２０千円 

  

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

  

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 収益的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。 

（２） 資本的支出の各項の予定支出額に不足が生じた場合、相互に流用することができる。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

水道事業債 

       千円 

 

 

５２５，２００ 

 

普通貸借 

５．０％以内 
（ただし利率見直し方

式で借り入れる資金に

ついて、利率見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率） 

政府資金については、その融資条件に

より、銀行その他の資金の場合にはその

債権者との協定によるものとする。 

ただし、企業財政の都合により据置期

間及び償還期限を変更し、若しくは繰上

償還又は、低利に借り換えることができ

るものとする。 



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費           ８３，３８２千円 

 （２） 交際費                 ５０千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第 10 条 水源開発対策等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１８，８１５千円である。 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

第 11 条 たな卸資産の購入限度額は、２２，７８８千円と定める。 

 

  

  令和５年３月７日提出 

 

 

                                 留萌市長 中 西 俊 司 

 






































